
















(9)広 報 ひ か り

マイホームと税

あなたが所得税を納めている場合

は控除が受けられます｡

63年 1月1日以後に住宅ローンなどを利用して､マ

イホームを取得したり､増改築等をしたりしたとき､

一定の要件に当てはまれば､居住の用に使用した年か

ら5年間､確定申告をすることによって住宅取得等特別

控除を受けることができ､所得税が軽減されます｡

･控除額の計算は--･

住宅の取得等のた

めの借入金等の年

末残高

(最高2,000万円)

×1%
住宅取得(等)特別控除

(100円未満の端数切り捨て)

･控除を受けられる要件は---

① 住宅取得後 6か月以内に入居し､引き続いて居住

していること｡

(多 毛屋の床面積 (登記面積)が40平方メー トル以上

であること｡(上限はありません)

③ 控除を受ける年の所得金額が 3,000万円以下であ

ること｡

④ 居住の用に供した年およびその年の前後 2年内に､

居住用財産の譲渡所得の特別控除や買換え (交換)

などの特例を受けていないか､または受けないこと｡

⑤ 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン

を利用していること､建設業者や住宅 ･都市整備公

団などから購入した場合の債務 を賦払の方法で支

払っていること､または､住宅 ･都市整備公団など

を当事者とする債務の承継に関する契約に基づ く債

務を賦払の方法で支払っていること (昭和62年 1月

1日以後に中古住宅を取得した場合)

(む 住宅ローン等の返済が10年以上で､かつ､月賦の

ように分割して返済すること｡

⑦ 中古住宅の場合は､さらに､⑦その家屋の取得の

日以前10年以内 (マンション等の耐火建築物につい

ては15年以内)に建築されたものであること㊥建築

後使用されたことがあること｡

⑧増改築等の場合は､さらに⑦増改築等の工事は､増

築､改築､大規模な修繕､模様替えの工事であるこ

とにつき､一定の証明がされたものであること､㊨

増改築等の工事費用が200万円を超えるものである

ことただし､サラリーマンの人は1年目に確定申告

をすると2年目以後は年末調整で控除が受けられま

す｡

娃徐を受けるには､
確定や%が必要fJ.'のれ

･必要な添付書類は--

その年分の所得税の確定申告書に､次の書類を添

付して税務署に申告することになっています｡

①住民票の写し

(訂登記簿謄 (抄)本や請負契約書､売買契約書など､

家屋の取得年月日･床面積 ･取得価額 ･増改築等の

費用の額を明らかにする書類

(勤住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書

(彰債務の承継に関する契約に基づ く債務を有するとき

には､その債務の承継に係る契約書の写し

(卦増改築の場合は､さらに､建築確認通知書の写し､

検査済証の写しまたは建築士から交付を受けた増改

築等工事証明書

※入居年月日が昭和62年12月31日以前の場合には､

控除額の計算方法や要件､添付書類が異なりますの

で､くわしくは税務署か役場税務課におたずねくだ

さい｡

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

税 の豆 知 識 トラバーユ

オフィス街のランチタイL｡コ-ヒーを片手に某社

の就職情報誌をなかめているOL達｡

転職を意味する ｢とらばーゆする｣という新語も生

まれ､世は ｢とらばーゆ娘｣で花盛り｡

思い立ったガ吉日と､会社は辞めたものの転職先か

みつからなかったり､休養のために職に就いていない

方も多いのでは--･･｡

年の中途で退職し､年内に再就職しなかったため､

その後収入かなかった場合､確定申告をすれば所得税

か還付になる場合かあります｡

還付申告の手続は簡単で､ご自分でもできます｡

なお､申告の際には､退職した会社の源泉徴収票を

お忘れなく｡

脱 税 と は - - 申 告 以 後 に 神 経 を す り へ ら す こ と





(ll)広 報 ひ か り
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二
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で
六
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六
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す
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､
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で
新
た
に
結
核
患
者
と

登
録
さ
れ
た
人
は
五
万
六
､
六
五

十
人
も
い
る
の
で
す
｡

で
は
､
八
日
市
場
保
健
所
管
内

と
､
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昨
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一
月
三
十
日
現
在
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保
健
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管
内
で

二

二
人
､
そ
の
う
ち

光
町
で
は
十
二
人
の
登
録
患
者
が

い
ま
す
｡
若

い
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中
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在
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多
-
､
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は
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1
･
七
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-
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以
上
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し
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(
表
2
を
参
照
)

ま
た
､
保
健
所
管
内
の
結
核
ま

ん
延
状
況
を
み
る
と
､
患
者
数
の

割
合
や
､
治
療
の
必
要
な
人
が
､

国
､
県
よ
り
多
く
な

っ
て
い
る
よ

う
で
す
｡
(表
3
を
参
照
)

町
で
は
､
今
年
全
局
に
受
診
票

を
配
付
し
､
多
-
の
人
に
検
診
の

受
診
を
呼
び
か
け
ま
し
た
｡
昨
年

ま
で
は
､
｢
勤
め
先
な
ど
で
受
診

し
て
い
た
が
､
今
年
は
町
の
検
診

を
受
け
ま
し
た
｡
｣
と
い
う
人
も

多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

ま
た
､
｢
病
院
に
通
院
し
て
い
る

か
ら
受
け
な

い
｡
｣
と
い
う
人
も

多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
'
病
院
に

通
院
し
て
い
る
人
も
､
年
に

一
度

は
レ
ン
-
ゲ
ン
を
撮
り
ま
し
ょ
う
｡

長
び
-
咳
､
疾
が
出
る
､
微
熱

が
続
-
な
ど
の
症
状
が
あ
る
人
は
､

早
め
に
お
医
者
さ
ん
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
｡

表 1新登銀患者数(市町別･年齢階級別)
昭和63年11月末現在

管 内 八日市場市 多古町 干潟町 光 町 野栄町

20-29 1 1

30-39 2 2

40-49 6 2 2 2

50-59 6 3 1 1 1

60-69 7 3 1 2 1

70- 10 2 5 1 2

許 32 12 9 1 8 2

中高年-の偏 在 90.6% 83.3% 100% 100% 87.5% 100%

表2 登銀患者数(市町別･年齢階級別)
昭和63年11月末現在

管 内 八日市場市 多古町 干潟町 光 町 野栄町

15-19 1 1

20-29 6 2 1 1 1 1

30-39 5 5

40-49 22 7 6 3 2 4

50-59 22 9 4 2 3 4

60-69 22 10 5 1 3 3

70- 34 ll 14 5 3 1

計 112 44 30 13 12 13

表3 八日市場保健所管内市町別結核まん延状況
63.ll.30

死亡率 3"羅患者 感 染性青笹患者 ※有病率 感 染 ′性有病 率

八 日市場市 - 37.1 18.5 61.8 21.6

多 古 町 - 51.4 17,1 91,4 28.6

干 潟 町 - ll.2 - 56,1 22,5

光 町 - 68.2 25.6 85.3 34.1

野 栄 町 - 20.0 20.0 49.9 20.0

管 内 計 - 39.7 17.4 69.5 24.8

千 葉 県(S62 2.2 31.0 16.7 53.4 15.4

※羅患率 (発生状況)

1年間のうち､ある期間内で､新たに発生した患者数 (人口10万対)r>うEF11りつ
※有病率 (まん延状況)

ある時点において集回の中で患者がいる割合
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二
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一
日
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ら
､
民
間
金
融
機
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が
毎
月
土
曜
日
を
閉
店
休
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と

す
る
完
全
週
休
二
日
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を
実
施
す

る
こ
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に
な
り
ま
し
た
｡
そ
れ
に

伴

い
､
役
場
庁
舎
内
の
銀
行
出
張

所
も
閉
店
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
､
急
を
要
す
る
も
の
以
外
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納
税
な
ど
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､
で
き
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け
平
日

を
ご
利
用
-
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ま
す
よ
う
､

お
願

い
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た
し
ま
す
｡

二
月
一
日

町
の
指
定
金
融
機
関
の
名
称
が

変
わ
り
ま
し
た
｡

町
指
定
金
融
機
関
の

(秩
)
千

葉
相
互
銀
行
が
､
二
月

一
日
を

も

っ
て
普
通
銀
行
に
転
換
し
､
新

銀
行
名
を

『
(株
〓

尽
葉
銀
行
』
､

愛
称
を

『
α
バ
ン
ク
』
と
な
り
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
｡












